
課程博士学位申請
指導教員マニュアル

R1.6.1版

※内部資料（取扱注意）



（１）全体の流れ

①研究業績発表会関係資料の提出【教務T→申請希望者】

②教育会議での研究業績発表会の承認

③研究業績発表会（＝学位申請前の予備審査）

④審査関係書類（仮製本等）の提出（＝学位申請）

【申請希望者→教務T】

⑤審査委員会【主査＋副査→申請希望者】

⑥博士論文等（本製本）の提出【申請希望者→教務T】

⑦教育会議での学位授与の承認

⑧学位記授与式



スケジュールイメージ（９月修了）
５月末～６月上旬 研究業績発表会関係資料の提出

６月 教育会議での学位申請への承認

６月 研究業績発表会

７月～ 審査関係書類（仮製本等）の提出（＝学位申請）

８月 教育会議での学位授与の承認

９月中旬 学位授与式

※緑色は学位申請希望者が行うこと

７月～ 審査委員会

８月～ 博士論文等（本製本）の提出（＝学位申請）

※審査委員会終了後、主査は教務T へ 結果を送付



スケジュールイメージ（３月修了）
１１月上旬 研究業績発表会関係資料の提出

１１月 教育会議での学位申請への承認

１２月 要旨集刊行※９月修了はなし・研究業績発表会

１月上旬 審査関係書類（仮製本等）の提出（＝学位申請）

３月上旬 教育会議での学位授与の承認

３月下旬 学位授与式

※緑色は学位申請希望者が行うこと

１月上旬～ 審査委員会

３月上旬 博士論文等（本製本）の提出（＝学位申請）

※審査委員会終了後、主査は教務T へ 結果を送付



①研究業績発表会関係資料の提出
②教育会議での学位申請への承認

博士学位申請希望者は論文紹介申込書（３月修了者以外）、研究
業績発表要旨、論文題目を教務Tへ提出します。案内は教務Tより
各教室宛てにメール送付されますので、必ず該当学生へ転送の上
周知して下さい。書類提出に基づき、教育会議での学位申請への
承認が諮られます。

なお、外部審査委員がいる場合も事前に教育会議に諮られます。

【参考】
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文の予備審査に関する内規

第４条 研究業績の発表を行う者は、指導教員の許可を得て、本研究科所定の用紙に論文
要旨を記載のうえ、指定の期日までに提出するものとする。
２ 研究業績の発表を終了した者の論文提出の可否については、教育会議の議を経て決定
する。

（予備審査への参加・傍聴）
第８条 予備審査（研究業績発表会、論文紹介）には、本研究科担当教員が参加すること
を原則とするが、審査のために必要があると認めるときは、教育会議において審議の上、
本研究科以外の学内の教員若しくは学外の大学院又は研究所等の教員等を参加させること
ができる。



③研究業績発表会（＝学位申請前の予備審査）

９月修了予定者は６月、３月修了予定者は１２月の所
定の日時に研究業績発表会を行います。合わせて要旨
集を刊行しています（※９月は行っていません。）

主査は発表会後速やかに副査を教務Tへお知らせ下さい。

【参考】
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文審査に関する内規

第６条 審査委員会は、本研究科担当教員５名以上で組織する。
２ 課程博士申請者に係る審査委員会の委員は、専攻長が当該専攻及び特に関
係のある他の専攻所属の教員の中から選定推薦し、教育会議の議を経て、決定
する。
４ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、審査のため必要があると認めると
きは、教育会議の議を経て、本研究科以外の学内の教員若しくは学外の大学院
又は研究所等の教員等を審査委員会の委員として加えることができる。ただし、
第１項に規定する５名には含めない。
５ 学位申請者の親族等については、審査委員会の委員とすることができない。
６ 審査委員会の委員の変更が必要なときは、教育会議の議を経て、本研究科
担当教員の中から委員を変更することができる。



④審査関係書類（仮製本等）の提出（＝学位申請）

発表を終えた者は審査関係書類を期日までに教務T
へ提出し学位申請を行います。

【参考】
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文審査に関する内規

第４条 予備審査の結果、学位論文の提出を可と判定された者は、予備審査の日から起
算して1年以内に学位申請手続を行うことを原則とする。
２ 本研究科博士後期課程又は薬学博士課程（以下「博士課程」という。）を修了しよ
うとする者、及び所定の修業年限以上在学し所要の単位を修得したのみで退学した者で
退学後３年以内に博士の学位の授与を申請する者（以下「課程博士申請者」という。）
の学位論文等の提出書類は、次の各号のとおりとする。
(1) 学 位 論 文
(2) 論文の内容の要旨
(3) 論 文 目 録
(4) 履 歴 書
(5) 宣 誓 書
(6) その他必要なもの



⑤審査委員会（１）

修了予定者から審査関係書類が提出されたら、主査
へ副査分も含めた審査用書類が渡されますので、審
査を行って下さい。審査委員会では、試問による論
文試験を行います。

【参考】
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文審査に関する内規

第７条 審査委員会の委員は、互選により主査１名を選び、論文の審査及び次
の事項を取り扱うものとする。
(1) 課程博士申請者に対しては、最終試験
（最終試験・論文試験）
第８条 課程博士申請者に対する最終試験及び論文博士申請者に対する論文試
験（以下「試験」という。）は、論文の内容及びその関連事項について試問を
行う。
２ 試験の結果の判定評価は、合格又は不合格とする。



審査委員会後、主査は教務Tへ下記必要書類をご提出の上審査結果をご報
告下さい。

➊論文の内容の要旨 ３部

❷履歴書・論文目録 ３部

❸宣誓書 １部

※剽窃ソフト確認欄記入済のもの

❹審査委員会報告書 １部

❺審査の結果の要旨

１部＋PDFファイル

❻最終試験の結果の要旨 １部

⑤審査委員会（２）

１ 報 告 番 号     東大 第    号 

履  歴  書 
 
 （ふ り が な） 

 氏    名 
 

生 年 月 日 

 

 

 
 

年    月    日 生 

男 女 

現 住 所 

 

 

学     歴 

 

   年  月  日      高等学校 卒業 

   年  月  日      大学   学部   学科 卒業 

   年  月  日      大学大学院  研究科  専攻 修士課程 入学 

   年  月  日  同 上  修了 

   年  月  日  東京大学大学院  系研究科  専攻 博士後期課程 入

学 

   年  月  日  同 上  修了見込 

 

 

職 歴 及 び 研 究 歴  

    

   年  月  日 

   年  月  日 

   年  月  日 

   年  月  日 

   

 

 

  上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。  

    

 

      年   月   日 

 

 

氏 名              印  

 

 

論  文  目  録 
 

報 告 番 号 東大第      号 氏 名 

東京 太郎 
（※学位記に記載される氏名と同じにしてくださ

い） 

 論 文 

1. 題 目  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

       （□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□） 

     （※論文題目が外国語の場合には、和訳を括弧書きで付けてください。） 

 

2. 印刷公表の方法及び時期 

※博士論文の全部または一部を既に雑誌等に投稿又は記載済みの場合に限り、下記の例
に従って記載する。それ以外はなしと記載する。 

 こちらに記載した論文の共著者には必ず同意承諾書を取ること。 
【例】 

［Pub Med、薬学系研究科研究・教育年報、等によるスタイル］ 

※公表論文は、その論文が特定できるよう、以下の全ての事項を含むように記載する。 
なお、公表論文が複数に及ぶ場合は、記載方法を統一する。 

1.すべての著者名（なお、ファースト・ミドルネールは、イニシャル表記でも可） 
2.論文題目名（省略は不可） 
3.掲載誌名・出版社名等（慣用的な省略名で可） 
4.掲載誌の発行年（西暦）、巻・号数（号数は省略可）、始めと終わりの頁 
5.公表状況に合わせてin press. submitted 等標記する。（in preparationの場合は記

載自体不要） 

(1) Sasaki T, Matsuki N, Ikegaya Y. Action-potential modulation 
during axonal conduction. Science 2011, 331: 599-601. 

(2) Sasaki, T., Matsuki, N. and Ikegaya, Y. Action-potential 
modulation during axonal conduction. 331: 599-601 (2011). 

(3) Hiroyuki Kakei, Toshihiko Sone, Yoshihiro Sohtome, Shigeki 
Matsunaga, and Masakatsu Shibasaki. “Catalytic Asymmetric 
Cyclopropanation of Enones with Dimethyloxosulfonium Methylide 
Promoted by La-Li3-(Biphenyldiolate)3 + Nal Complex” J. Am. Chem. 
Soc. 129, 13410-13411 (2007). 

(4) Kumiko Sako, Hiroshi Aoyama, Shinichi Sato, Yuichi Hashimoto and 
Masanori Baba: γ-Carboline derivatives with anti-bovine viral 
diarrhea virus (BVDV) activity. Bioorg. Med. Chem., 16(7): 3780-
3790 (2008). 

 

 

3. 冊 数   １篇 

         ↑ 

  （※分冊されていても、「１篇」のままにして下さい。） 

  

令和元年 ７月 ８日 

   （※履歴書と同一の日付）         

                  氏 名 （必ず自署すること） 印 

         （※シャチハタ不可。外国人で印鑑がない場合はサインでよい↑） 

 

 

見本 

２ ３

５ ６    審 査 委 員 会 報 告 書     ［課程博士用］ 

  

報 告 番 号 甲    第         号 授与年月日 平成  年  月  日 

学位記番 号 博 薬 第         号 研 究 科 名 薬学系研究科 

学位の種 類 博士（ 薬科学 ） 専 攻 名 薬科学 専攻 

ふ り が な 

氏 名  

生 年 月 日 年  月  日 生 

国 籍  

論 文 題 目 

 

 

主論文の冊数 １冊 

審 査 

委 員 会 

委 員 

 （職名）   （氏 名） (印) 

主査 東京大学        

副査 東京大学    

副査 東京大学     

副査 東京大学    

副査 東京大学     

    

論 文 の 内 容 の 要 旨 

審 査 の 結 果 の 要 旨 

最終試験の結果の要旨 

 別 紙 １ 

  別 紙 ２ 

  別 紙 ３ 

審   査 

委 員 会 

の 意 見 

審査の結果、博士（ 薬科学 ）の学位を授与できると認める。 

［注］ １ 報告番号は、本部学務課において記入する。 

    ２ 学位記番号、授与年月日は、教育会議の審議後に研究科において記入する。 

    ３ 国籍は、外国人のみ記入する。 

 

 

４
〔別紙２〕 

 

審 査 の 結 果 の 要 旨 

                             

                            氏 名 ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔別紙３〕 

 

 

 

 

 

 

試 験 の 結 果 の 要 旨 

 

 

                            氏 名 ○○ ○○ 

 

 

論文提出者 ○○ ○○ に面接し、論文の内容及び関連事項について 

 

種々試問を行った結果、      と判定した。 

 

よって ○○ ○○ は博士(薬科学 or 薬学)の学位を受けるに充分な能力を有

する者と認めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥博士論文等（本製本）の提出
⑦教育会議での学位授与の承認
⑧学位記授与式
修了予定者は審査会を経て最終的な博士論文等（本製
本）を教務Tへ提出します。

次の教育会議にて学位授与の承認についてお諮りし、

学位授与に関して合格となった場合、修了が決定し、学
位記授与式が執り行われます。

【参考】
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文審査に関する内規

第14条 審査委員会の主査又は指名を受けた委員は、教育会議における学位論
文の審議に出席し、審査に係る内容及び結果を報告するものとする。
（教育会議の審議）
第15条 教育会議は、前条の報告に基づいて、学位を授与すべきか否かを審議
する。



満期退学（＝単位取得済退学）について

研究業績発表会（＝予備審査）を行って満期退学した場
合、発表の日から１年以内に学位申請を行えば修了可能
です。発表を行わずに満期退学した場合は、退学後３年
以内に発表を終えて学位申請を行えば修了可能です。

【参考】
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文審査に関する内規

第４条 予備審査の結果、学位論文の提出を可と判定された者は、予備審査の
日から起算して1年以内に学位申請手続を行うことを原則とする。
２ 本研究科博士後期課程又は薬学博士課程（以下「博士課程」という。）を
修了しようとする者、及び所定の修業年限以上在学し所要の単位を修得したの
みで退学した者で退学後３年以内に博士の学位の授与を申請する者（以下「課
程博士申請者」という。）の学位論文等の提出書類は、次の各号のとおりとす
る。（以下略）

【補足資料】



社会人事前予備審査について（１）

社会人学生の場合、研究業績発表会（＝予備審査）の前
に事前予備審査を受けることを原則としています。

【参考】
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文の予備審査に関する内規
東京大学大学院薬学系研究科における博士の学位論文審査に関する内規

（事前の審査）
第２条 社会人特別選抜により入学した者が予備審査を受ける場合は、予備審査を受け
る前に、本研究科担当教員による事前の審査を受けることを原則とする。

第５条
３ 課程博士申請者のうち社会人特別選抜により入学した者 、及び論文博士申請者 に
係る論文は、その論文内容の主たる部分が査読のある英文論文として２ 報以上公表
（ in press を含む。）されていることを原則とする。
ただし、原則から外れている場合は、教育会議において別途協議する。

【補足資料】



社会人事前予備審査について（２）

学位申請者の要件は以下の通りです。

【参考】
課程博士の学位論文に関する「事前予備審査」のガイドライン

【事前予備審査会時点における学位申請者の要件】
(1)社会人入学者の学位申請者は、事前予備審査会（以下「審査会」とい
う。）の時点で、その論文内容の主たる部分が査読のある英文原著論文として
２報以上の公表が見込まれることを原則とする。〔優れた論文であれば、１報
でも発表を可とする場合がある。〕
(2)社会人入学者であっても、英文原著論文２報の公表が確定しており、かつ
指導教員が充分な業績が得られていると判断した場合は、教務委員長と協議の
上、教育会議の承認を得て、事前予備審査を免除することができる。
(3)社会人入学者でない学位申請者においても、指導教員が審査のために必要
があると判断した場合は、教務委員長と協議の上、教育会議の承認を得て、事
前予備審査の対象に含めることができる。

【補足資料】


